
議案第１６号 

岩倉市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について 

岩倉市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のように定めるものとする。 

令和８年２月２７日提出 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗 



岩倉市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する

条例 

岩倉市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成６年岩倉市条例第

１９号）の一部を次のように改正する。 

第２０条第１項中「市民又は事業者」を「市民」に改め、同条第２項第

１号中「犬又は猫」を「犬、猫等」に、「１，５００円」を「２，２５０円」

に改め、同項第２号中「１，０００円」を「１，５００円」に改め、同条

第４項中「前各項」を「前３項」に改める。 

第２１条中「第２０条」を「前条」に改める。 

別表第１中「犬又は猫」を「犬、猫等」に改める。 

別表第２一般廃棄物処理業許可更新手数料の項及び一般廃棄物処理業変

更許可申請手数料の項中「１，０００円」を「１，５００円」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 


